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City Information 市政情報

来場不要！待ち時間ゼロ。
便利なスマホ申告（国税電子申告）をご利用ください

令
和
７
年
分
所
得
税
お
よ
び

復
興
特
別
所
得
税
の
確
定
申
告

令
和
８
年
度
市
県
民
税
の

申
告
受
付

期
間 

２
月
16
日
（
月
）
～

 　
　
３
月
16
日
（
月
）

時
間 

８
時
45
分
～
12
時
（
平
日
）

場
所 �

市
民
会
館
３
階
小
ホ
ー
ル

■
留
意
事
項

※�

受
付
時
間
は
12
時
ま
で
。
昨
年
と

受
付
時
間
が
異
な
り
ま
す
。

※�

所
得
税
な
ど
の
還
付
申
告
書
は
、

１
月
上
旬
か
ら
税
務
署
に
提
出
で

き
ま
す
。

　
土
地
・
建
物
・
株
式
な
ど
を
譲
渡

し
た
所
得
、青
色
申
告
、繰
越
損
失
、

雑
損
控
除
、
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
、
過

年
分
の
申
告
、
準
確
定
申
告
（
亡
く

な
っ
た
方
な
ど
の
申
告
）、
相
続
税
、

贈
与
税
、
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費

税

社
税
務
署　
確
定
申
告
会
場

期
間 

２
月
16
日
（
月
）
～

　
　

 

３
月
16
日
（
月
）

受
付
時
間 

９
時
～
16
時
（
平
日
）

場
所 

社
税
務
署（
加
東
市
社
51
‐
３
）

■
留
意
事
項

※�

会
場
へ
の
入
場
に
は
「
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

に
よ
る
入
場
予
約
」
ま
た
は
当
日

発
行
の
「
入
場
整
理
券
」
が
必
要

で
す
。
来
場
者
の
状
況
に
応
じ
、

早
め
に
相
談
受
付
を
終
了
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

※�

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
の
パ
ス
ワ
ー
ド
（
署
名
用

電
子
証
明
書
用
【
英
数
字
６
～
16

文
字
】、
利
用
者
証
明
用
電
子
証

明
書
【
数
字
４
桁
】）、
筆
記
用
具

な
ど
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

■
郵
送
提
出
先

大
阪
国
税
局
業
務
セ
ン
タ
ー
阪
神
分

室（
社
税
務
署
担
当
）

〒
６
６
１
‐
８
５
２
３

尼
崎
市
若
王
寺
３
丁
目
11
‐
46

問
合
先 

社
税
務
署

☎
０
７
９
５
㊷
０
２
２
３

所
得
税
の
確
定
申
告
・
市
県
民
税
の
申
告

償
却
資
産
（
固
定
資
産
税
）
の

申
告
は
２
月
２
日
（
月
）
ま
で

　
工
場
・
商
店
・
太
陽
光
発
電
な
ど
を

営
む
方
で
、
事
業
に
使
用
す
る
機
械
・

器
具
・
備
品
・
構
築
物
な
ど
の
償
却
資

産
を
お
持
ち
の
場
合
、
令
和
８
年
１
月

１
日
現
在
の
資
産
状
況
を
税
務
課
へ
申

告
し
て
く
だ
さ
い
。

■
償
却
資
産
申
告
の
省
略

　
令
和
８
年
度
か
ら
、
所
有
す
る
資
産

の
評
価
額
の
合
計
が
１
０
０
万
円
未
満

で
、
前
年
に
増
減
な
ど
が
な
い
場
合
は

申
告
書
の
提
出
を
省
略
で
き
ま
す
。
該

当
さ
れ
る
方
に
は
案
内
文
を
送
付
し
て

い
ま
す
の
で
、
詳
細
は
そ
ち
ら
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

事
業
主
の
皆
さ
ま
へ

　
給
与
支
払
者
は
、
令
和
７
年
中
の
給

与
支
払
報
告
書
を
給
与
受
給
者
の
住
所

地
（
令
和
８
年
１
月
１
日
現
在
）
の
自

治
体
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
所
得
税
の
源
泉
徴
収
義
務
者
で
あ
る

給
与
支
払
者
（
法
人
・
個
人
）
は
、
法

令
に
よ
り
全
従
業
員
の
個
人
住
民
税
を

特
別
徴
収
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

提
出
期
限 

２
月
２
日
（
月
）

提
出
方
法 

給
与
支
払
報
告
書
を
提
出

（
ｅエ

ル
タ
ッ
ク
ス

Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
可
）

問
合
先 

税
務
課
☎
㊷
８
７
１
２

次
の
申
告
は
、
加
西
市
申
告
会
場

で
は
受
付
で
き
ま
せ
ん

（
社
税
務
署
へ
）

ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
個
人
住
民
税
の

特
別
徴
収
義
務

給
与
支
払

報
告
書
の
提
出

来場不要！待ち時間ゼロ
便利なスマホ申告をご利用ください

　お手持ちのスマートフォンで申告できる、国
税庁の「確定申告等作成コーナー」を利用すれ
ば、確定申告会場に出向かなくても自宅から申
告できます。また、所得税が還付される申告の
場合は、会場での申告よりも早く還付されます

（約 3 週間）。ぜひ、電子申告をお試しください。

スマホ申告に必要なもの
①マイナンバーカード
②マイナンバーカードの暗証番号
　電子証明：数字 4 桁
　署名電子証明書：英数字 6 ～ 16 文字
③マイナンバーカード対応スマートフォン
④マイナポータルアプリのインストール
⑤�申告に必要な書類
　（源泉徴収票、生命保険料控除証明書、寄附
金受領証明書など）
⑥本人名義の銀行の口座番号が分かるもの
　（還付申告の場合）

確定申告作成
コーナー

閲
覧
場
所

・�

小
野
加
東
加
西
環
境
施
設
事
務
組
合

建
設
推
進
室
（
小
野
市
役
所
４
階
）

・
加
東
市
役
所
生
活
環
境
課

・
加
西
市
役
所
環
境
課

・
小
野
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

・�

各
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、小
野
ク
リ
ー

ン
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

問
合
先 

小
野
加
東
加
西
環
境
施
設
事

務
組
合
建
設
推
進
室

☎
０
７
９
４・６
３・２
７
６
９

　
小
野
加
東
加
西
環
境
施
設
事
務
組

合
で
は
、
新
ご
み
処
理
施
設
の
整
備

に
向
け
て
、「
小
野
加
東
加
西
環
境

施
設
事
務
組
合
次
期
ご
み
処
理
施
設

整
備
基
本
計
画
」を
ま
と
め
ま
し
た
。

計
画
案
に
つ
い
て
、
皆
さ
ま
の
意
見

を
募
集
し
ま
す
。

期
間 

１
月
13
日
（
火
）
～
２
月
６

日
（
金
）

意
見
提
出
方
法 

意
見
提
出
様
式
を

小
野
加
東
加
西
環
境
施
設
事
務
組
合

建
設
推
進
室
ま
で
提
出

新
ご
み
処
理
施
設
の
整
備

予
防
接
種
は
お
済
み
で
す
か

　
予
防
接
種
は
、
感
染
症
の
発
症
を

抑
え
、
重
症
化
を
予
防
し
ま
す
。
対

象
の
方
は
、
病
気
の
症
状
や
ワ
ク
チ

ン
の
効
果
・
副
反
応
を
理
解
し
、
早

め
の
接
種
を
ご
検
討
く
だ
さ
い
。

料
金
免
除 

生
活
保
護
世
帯
の
方
は
、

接
種
料
金
が
免
除
さ
れ
ま
す
。
接
種

時
に
生
活
保
護
受
給
証
明
書
・
本
人

確
認
書
類
を
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
先 

健
康
課
☎
㊷
８
７
２
３

疾病名 対象者 自己負担額・期間

インフルエンザ
65 歳以上の方

60 歳以上 65 歳未
満で心臓・腎臓・
呼吸器の機能障害、
またはヒト免疫不
全ウイルスによる
免疫の機能障害が
あり日常生活が極
度に制限される方

自己負担額 1,500 円
期間 1 月 31 日まで

新型コロナウイ
ルス感染症

自己負担額 4,500 円
期間 3 月 31 日まで

高齢者肺炎球菌
感染症 65 歳の方

自己負担額 4,200 円
期間 66 歳の誕生日前
日まで

帯状疱疹
※令和 7 年 4 月
に定期接種になり
ました

・令和 7 年度に
65・70・75・80・
85・90・95・100
歳になる方
・令和 7 年度に限
り 100 歳以上の方
※定期接種は生涯
に 1 回のみ

60 歳以上 65 歳未
満でヒト免疫不全
ウイルスによる免
疫の機能障害があ
り日常生活が極度
に制限される方

自己負担額 
・生ワクチン 4,300 円
・組換えワクチン
　11,500 円× 2 回
期間 3 月 31 日まで
※組換えワクチンは 2
カ月の間隔で 2 回接種
が必要

接種場所 
インフルエンザ／新型コロナ：市内医療機関・北播磨圏域医療機関（要予約）
肺炎球菌／帯状疱疹：市内医療機関（要予約）
※市外医療機関で接種する場合は、事前手続きが必要となる場合があります。詳
しくは健康課へお問い合わせください。

期
間 

１
月
20
日
（
火
）
ま
で

閲
覧
場
所 

政
策
課（
市
役
所
３
階
）、

各
公
民
館
、
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー　

※�
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
閲
覧
可
能

意
見
提
出
方
法 

閲
覧
場
所
に
あ
る

「
意
見
用
紙
」
を
提
出

問
合
先 

政
策
課
☎
㊷
８
７
０
０

　
加
西
市
で
は
、
令
和
８
年
度
か
ら

令
和
12
年
度
ま
で
の
ま
ち
づ
く
り
の

基
本
と
な
る
「
第
６
次
加
西
市
総
合

計
画
（
後
期
基
本
計
画
）」
と
、
地

域
の
活
性
化
を
推
進
す
る
「
第
３
期

加
西
市
地
域
創
生
戦
略
」
の
策
定
を

進
め
て
い
ま
す
。計
画
案
に
つ
い
て
、

皆
さ
ま
の
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
募
集

第
６
次
加
西
市
総
合
計
画（
後
期
基
本
計
画
）

第
３
期
加
西
市
地
域
創
生
戦
略


